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－ 修  礼 － 

 

１．開 会 

 

２．案 件 

（1）前回までの整理 

（2）建設場所の要件 

 

 ３．その他 

 

４．閉 会 

 

－ 修  礼 － 

  

回次：第 4 回 

日時：平成 25 年 5 月 15 日(水) 14：00～ 

場所：おいらせ町役場 庁議室 
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　平成２５年４月１日～ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　任期：委嘱した日から1年以内

要綱上の区分 氏　名 備　考

識見を有する者 石
イ シ

　川
カ ワ

　宏
ヒロ

　之
ユキ
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 １級建築士、住環境コーディネーター２級

福
 フク

　原
ハラ

　仁
ジン

　一
イ チ

 無職

山
ヤマ

　内
ウチ

　正
マサ

　夫
  オ

 無職(元日本IBM職員）

市
イ チ

　村
ムラ

　堅二郎
  ケンジロウ

 おいらせ町連合町内会　副会長

熊
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　野
ノ

　勝
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　則
ノリ

 ※平成25年4月1日から
 十和田おいらせ農業協同組合
 ももいし支店長

木
  キ

　村
ムラ

　雅
 マサ

　行
ユキ

 おいらせ町商工会　会長　　≪委員長≫

工
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　藤
 ドウ

　一
 カ ズ

　雄
  オ

 おいらせ町連合町内会　副会長

種
タネ

　市
イ チ

　恭
キョ ウ

　子
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 おいらせ町連合婦人会　会長

松
マツ

　田
　ダ

　美穂子
　ミ　ホ　コ  おいらせ町連合ＰＴＡ  評議員

 木ノ下小学校父母と教師の会　会長

田
 タ

　中
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　富
 トミ

　栄
　エ

 行政管財課 課長

松
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　山
ヤマ
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　士
シ

 行政管財課 課長補佐（担当）

松
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　範
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 総務課 課長

成
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 総務課 課長補佐

小
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　向
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  ヒト
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キ

 企画財政課 課長（まちづくり・総合計画）
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○案件 

(１) 前回までの整理 …資料１ 

【検討事項】前回まで検討してきた内容を、おいらせ町庁舎整備基本方針（素案）として 

一応整理したので、最終的な報告書の体裁としてよいか？追加・訂正等あれば 

ご意見を伺いたい。 
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（２）建設場所の要件について                       
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 その他 

 【検討事項】次回の委員会開催日程及び検討項目                    
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○おいらせ町庁舎整備検討委員会設置要綱 

平成24年8月24日 

訓令第19号 

（設置） 

第１条 将来の庁舎整備に関して必要な事項を検討するため、おいらせ町庁舎整備検討委

員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、町長に報告する。 

(1) 庁舎整備に係る基本方針に関すること。 

(2) その他必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員12人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。 

(1) 識見を有する者 

(2) 町民から公募した者 

(3) 関係団体より推薦された者 

(4) その他町長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、第２条に定める事務が終了するまでとする。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定した委

員が委員長の職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が必要に応じて招集し、委員

長が議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところに

よる。 
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（意見の聴取等） 

第７条 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができ

る。 

（庶務） 

第８条 委員会の事務局は、おいらせ町行政管財課、総務課及び企画財政課において行う。 

（補則） 

第９条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委

員会に諮って定める。 

附 則 

この訓令は、公表の日から施行する。 

附 則 

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。 


